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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、該筐体内に収容され、被写体を透過した放射線源からの放射線を検出し、放射
線画像情報に変換する放射線検出器とを有する放射線検出装置において、
　前記筐体が持ち上げられたことを検知するセンサと、
　前記センサからの検知信号に基づいて電力供給する電力供給制御部と、
　撮影可能モードに移行したかどうかを判別する判別部と、
　前記撮影可能モードに移行できない場合に、警告を発するための警告信号を出力する警
告信号出力部とを有することを特徴とする放射線検出装置。
【請求項２】
　請求項１記載の放射線検出装置において、
　少なくとも前記放射線検出器を制御する制御部を有し、
　前記電力供給制御部は、前記センサからの、前記筐体が持ち上げられたことを示す検知
信号に基づいて、前記放射線検出器を除く、少なくとも前記制御部に電力を供給し、
　前記判別部は、前記電力供給制御部による電力供給に基づいて、撮影可能モードに移行
したかどうかを判別し、
　前記警告信号出力部は、前記判別部において、前記撮影可能モードに移行できないと判
別された場合に、前記警告信号を出力し、
　前記電力供給制御部は、前記判別部において、前記撮影可能モードに移行できると判別
された場合に、前記放射線検出器にも電力を供給することを特徴とする放射線検出装置。
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【請求項３】
　請求項１又は２記載の放射線検出装置において、
　前記筐体に表示部を有し、
　前記撮影可能モードに移行できない場合に、前記表示部に警告を示す表示を行う表示制
御部を有することを特徴とする放射線検出装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の放射線検出装置において、
　前記撮影可能モードに移行できない場合に、前記放射線源からの前記放射線の出力を禁
止するための曝射禁止信号を出力する禁止信号出力部を有することを特徴とする放射線検
出装置。
【請求項５】
　筐体と、該筐体内に収容され、被写体を透過した放射線源からの放射線を検出し、放射
線画像情報に変換する放射線検出器とを有する放射線検出装置において、
　前記筐体が持ち上げられたことを検知するセンサと、
　前記センサからの検知信号に基づいて電力供給する電力供給制御部と、
　撮影可能モードに移行したかどうかを検出する判別部と、
　前記撮影可能モードに移行した場合に、撮影可能モードに移行したことを示す正常信号
を出力する正常信号出力部とを有することを特徴とする放射線検出装置。
【請求項６】
　請求項５記載の放射線検出装置において、
　前記筐体に表示部を有し、
　前記センサからの前記検知信号の出力時点から所定時間経過しても前記正常信号出力部
から前記正常信号が出力されない場合に、前記表示部に警告を示す表示を行う表示制御部
を有することを特徴とする放射線検出装置。
【請求項７】
　請求項５又は６記載の放射線検出装置において、
　前記センサからの前記検知信号の出力時点から所定時間経過しても前記正常信号出力部
から前記正常信号が出力されない場合に、前記放射線源からの前記放射線の出力を禁止す
るための曝射禁止信号を出力する禁止信号出力部を有することを特徴とする放射線検出装
置。
【請求項８】
　筐体と、該筐体内に収容され、被写体を透過した放射線源からの放射線を検出し、放射
線画像情報に変換する放射線検出器と、バッテリとを有する放射線検出装置と、
　前記放射線検出装置が装着されることで、少なくとも前記バッテリに対して充電を行う
クレードルとを有する放射線画像撮影システムにおいて、
　前記放射線検出装置は、
　前記筐体が持ち上げられたことを検知するセンサと、
　前記センサからの検知信号に基づいて電力供給する電力供給制御部と、
　撮影可能モードに移行したかどうかを検出する判別部と、
　前記撮影可能モードに移行できない場合に、警告を発するための警告信号を出力する警
告信号出力部とを有し、
　前記クレードルは、
　前記放射線検出装置の前記警告信号出力部から出力された前記警告信号の入力に基づい
て、警告を発する警告出力部を有することを特徴とする放射線画像撮影システム。
【請求項９】
　請求項８記載の放射線画像撮影システムにおいて、
　前記警告出力部は、
　表示部と、
　前記警告信号の入力に基づいて、前記表示部に警告を示す表示を行う表示制御部とを有
することを特徴とする放射線画像撮影システム。
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【請求項１０】
　請求項８又は９記載の放射線画像撮影システムにおいて、
　前記警告出力部は、
　音声出力部と、
　前記警告信号の入力に基づいて、前記音声出力部を介して警告を音声出力するように制
御を行う音声出力制御部とを有することを特徴とする放射線画像撮影システム。
【請求項１１】
　請求項８～１０のいずれか１項に記載の放射線画像撮影システムにおいて、
　前記クレードルは、
　前記警告信号の入力に基づいて、前記放射線源からの前記放射線の出力を禁止するため
の曝射禁止信号を出力する禁止信号出力部を有することを特徴とする放射線画像撮影シス
テム。
【請求項１２】
　筐体と、該筐体内に収容され、被写体を透過した放射線源からの放射線を検出し、放射
線画像情報に変換する放射線検出器と、バッテリとを有する放射線検出装置と、
　前記放射線検出装置が装着されることで、少なくとも前記バッテリに対して充電を行う
クレードルとを有する放射線画像撮影システムにおいて、
　前記放射線検出装置は、
　前記筐体が持ち上げられたことを検知するセンサと、
　前記センサからの検知信号に基づいて電力供給する電力供給制御部と、
　撮影可能モードに移行したかどうかを検出する判別部と、
　前記撮影可能モードに移行した場合に、撮影可能モードに移行したことを示す正常信号
を出力する正常信号出力部とを有し、
　前記クレードルは、
　前記センサからの前記検知信号の出力時点から所定時間経過しても前記正常信号出力部
からの前記正常信号が入力されない場合に、警告を発する警告出力部を有することを特徴
とする放射線画像撮影システム。
【請求項１３】
　請求項１２記載の放射線画像撮影システムにおいて、
　前記警告出力部は、
　表示部と、
　前記表示部に警告を示す表示を行う表示制御部とを有することを特徴とする放射線画像
撮影システム。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３記載の放射線画像撮影システムにおいて、
　前記警告出力部は、
　音声出力部と、
　前記音声出力部を介して警告を音声出力するように制御を行う音声出力制御部とを有す
ることを特徴とする放射線画像撮影システム。
【請求項１５】
　請求項１２～１４のいずれか１項に記載の放射線画像撮影システムにおいて、
　前記クレードルは、
　前記センサからの前記検知信号の出力時点から所定時間経過しても前記正常信号出力部
からの前記正常信号が入力されない場合に、前記放射線源からの前記放射線の出力を禁止
するための曝射禁止信号を出力する禁止信号出力部を有することを特徴とする放射線画像
撮影システム。
【請求項１６】
　筐体と、該筐体内に収容され、被写体を透過した放射線を検出し、放射線画像情報に変
換する放射線検出器とを有する放射線検出装置と、
　前記被写体に向けて放射線を放射する撮影装置と、
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　前記放射線検出装置と情報のやり取りを行って少なくとも前記撮影装置を制御する制御
装置とを有する放射線画像撮影システムにおいて、
　前記放射線検出装置は、
　前記筐体が持ち上げられたことを検知するセンサと、
　前記センサからの検知信号に基づいて電力供給する電力供給制御部と、
　撮影可能モードに移行したかどうかを検出する判別部と、
　前記撮影可能モードに移行できない場合に、警告を発するための警告信号を出力する警
告信号出力部とを有し、
　前記制御装置は、
　前記放射線検出装置の前記警告信号出力部から出力された前記警告信号の入力に基づい
て、警告を発する警告出力部を有することを特徴とする放射線画像撮影システム。
【請求項１７】
　請求項１６記載の放射線画像撮影システムにおいて、
　前記警告出力部は、
　表示部と、
　前記警告信号の入力に基づいて、前記表示部に警告を示す表示を行う表示制御部とを有
することを特徴とする放射線画像撮影システム。
【請求項１８】
　請求項１６又は１７記載の放射線画像撮影システムにおいて、
　前記警告出力部は、
　音声出力部と、
　前記警告信号の入力に基づいて、前記音声出力部を介して警告を音声出力するように制
御を行う音声出力制御部とを有することを特徴とする放射線画像撮影システム。
【請求項１９】
　請求項１６～１８のいずれか１項に記載の放射線画像撮影システムにおいて、
　前記放射線検出装置は、
　前記撮影可能モードに移行できない場合に、放射線源からの前記放射線の出力を禁止す
るための曝射禁止信号を出力する禁止信号出力部を有し、
　前記制御装置は、
　前記曝射禁止信号の入力に基づいて、前記撮影装置に対する撮影指示を無効するための
無効信号を出力する無効信号出力部を有することを特徴とする放射線画像撮影システム。
【請求項２０】
　筐体と、該筐体内に収容され、被写体を透過した放射線を検出し、放射線画像情報に変
換する放射線検出器とを有する放射線検出装置と、
　前記被写体に向けて放射線を放射する撮影装置と、
　少なくとも表示部及び操作部を有し、且つ、前記放射線検出装置と情報のやり取りを行
って少なくとも前記撮影装置を制御する制御装置とを有する放射線画像撮影システムにお
いて、
　前記放射線検出装置は、
　前記筐体が持ち上げられたことを検知するセンサと、
　前記センサからの検知信号に基づいて、少なくとも前記放射線検出器に電力供給する電
力供給制御部と、
　撮影可能モードに移行したかどうかを検出する判別部と、
　前記撮影可能モードに移行した場合に、撮影可能モードに移行したことを示す正常信号
を出力する正常信号出力部とを有し、
　前記制御装置は、
　前記センサからの前記検知信号の出力時点から所定時間経過しても前記正常信号出力部
からの前記正常信号が入力されない場合に、警告を発する警告出力部を有することを特徴
とする放射線画像撮影システム。
【請求項２１】
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　請求項２０記載の放射線画像撮影システムにおいて、
　前記警告出力部は、
　表示部と、
　前記表示部に警告を示す表示を行う表示制御部とを有することを特徴とする放射線画像
撮影システム。
【請求項２２】
　請求項２０又は２１記載の放射線画像撮影システムにおいて、
　前記警告出力部は、
　音声出力部と、
　前記音声出力部を介して警告を音声出力するように制御を行う音声出力制御部とを有す
ることを特徴とする放射線画像撮影システム。
【請求項２３】
　請求項２０～２２のいずれか１項に記載の放射線画像撮影システムにおいて、
　前記制御装置は、
　前記センサからの前記検知信号の出力時点から所定時間経過しても前記正常信号出力部
からの前記正常信号が入力されない場合に、前記撮影装置に対して前記放射線の出力を禁
止するための曝射禁止信号を出力する禁止信号出力部を有することを特徴とする放射線画
像撮影システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被写体に放射線を照射して放射線画像の撮影を行うための放射線検出装置と
それを利用した放射線画像撮影システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野において、被写体に放射線を照射し、被写体を透過した放射線を放射線変換パ
ネルに導いて放射線画像を撮影する放射線画像撮影装置が広汎に使用されている。
【０００３】
　この場合、放射線変換パネルとしては、放射線画像が露光記録される従来からの放射線
フイルムや、蛍光体に放射線画像としての放射線エネルギを蓄積し、励起光を照射するこ
とで放射線画像を輝尽発光光として取り出すことのできる蓄積性蛍光体パネルが知られて
いる。これらの放射線変換パネルは、放射線画像が記録された放射線フイルムを現像装置
に供給して現像処理を行い、あるいは、蓄積性蛍光体パネルを読取装置に供給して読取処
理を行うことで、可視画像としての放射線画像が得られる。
【０００４】
　一方、手術室等の医療現場においては、患者に対して迅速且つ的確な処置を施すため、
放射線変換パネルから直ちに放射線画像を読み出して表示できることが要求される。この
ような要求に対応可能な放射線変換パネルとして、放射線を直接電気信号に変換し、ある
いは、放射線をシンチレータで可視光に変換した後、電気信号に変換して読み出す固体検
出素子を用いた放射線変換パネルが開発されている。
【０００５】
　特に、可搬型は、放射線変換パネルを収容した筐体内に、放射線変換パネルや各種電子
回路に電力を供給するためのバッテリを収容しており、通常、電子カセッテと称されてい
る。このような電子カセッテにおいては、当然、バッテリの消費電力を低減することが望
ましい。
【０００６】
　上述のようなバッテリを内蔵した可搬型の電子カセッテにおいて、バッテリの消費電力
を低減する方法としては、例えば特許文献１に記載された方法が提案されている。
【０００７】
　この方法は、電子カセッテ単体での動作状況に応じて無駄な電力消費を回避することを
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目的としており、電子カセッテの筐体の一部に接触検知手段及び／又は方向検知センサ（
角度センサや振動ジャイロ等）を設置するようにしている。そして、接触検知している間
は、電力供給を抑制し、接触検知がなくなった時点で撮影可能モードにする、というもの
である。
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－１７３４３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１記載の方法は、電子カセッテが実際に撮影可能かどうかは電
子カセッテを所望の位置にセットするまでわからないため、別の電子カセッテと交換する
までに時間がかかるという問題がある。
【００１０】
　本発明は、前記の課題に鑑みなされたものであり、放射線検出装置を技師が持ち上げた
段階で、撮影可能モードに移行させることで、いつでも撮影が可能な状態にし、放射線検
出装置を所望の位置にセットしてから、撮影開始までの時間を短縮することができる放射
線検出装置及び放射線画像撮影システムを提供することを目的とする。
【００１１】
　ここで、「撮影可能モードに移行させる」とは、あくまでも撮影可能モードに移行でき
た放射線検出装置の場合を想定している。
【００１２】
　また、本発明の他の目的は、放射線検出装置を技師が持ち上げた段階で、撮影可能モー
ドに移行できない場合、警告を発することで、別の放射線検出装置に切り替えるまでの時
間を短縮することができる放射線検出装置及び放射線画像撮影システムを提供することに
ある。
【００１３】
　また、本発明の他の目的は、放射線検出装置を技師が持ち上げた段階で、撮影可能モー
ドに移行できない場合、曝射を禁止して無駄な曝射を回避することができる放射線検出装
置及び放射線画像撮影システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　第１の本発明に係る放射線検出装置は、筐体と、該筐体内に収容され、被写体を透過し
た放射線源からの放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線検出器とを有する放
射線検出装置において、
　前記筐体が持ち上げられたことを検知するセンサと、
　前記センサからの検知信号に基づいて電力供給する電力供給制御部と、
　撮影可能モードに移行したかどうかを判別する判別部と、
　前記撮影可能モードに移行できない場合に、警告を発するための警告信号を出力する警
告信号出力部とを有することを特徴とする。
【００１５】
　第２の本発明に係る放射線検出装置は、筐体と、該筐体内に収容され、被写体を透過し
た放射線源からの放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線検出器とを有する放
射線検出装置において、
　前記筐体が持ち上げられたことを検知するセンサと、
　前記センサからの検知信号に基づいて電力供給する電力供給制御部と、
　撮影可能モードに移行したかどうかを検出する判別部と、
　前記撮影可能モードに移行した場合に、撮影可能モードに移行したことを示す正常信号
を出力する正常信号出力部とを有することを特徴とする。
【００１６】
　第３の本発明に係る放射線画像撮影システムは、筐体と、該筐体内に収容され、被写体
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を透過した放射線源からの放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線検出器と、
バッテリとを有する放射線検出装置と、
　前記放射線検出装置が装着されることで、少なくとも前記バッテリに対して充電を行う
クレードルとを有する放射線画像撮影システムにおいて、
　前記放射線検出装置は、
　前記筐体が持ち上げられたことを検知するセンサと、
　前記センサからの検知信号に基づいて電力供給する電力供給制御部と、
　撮影可能モードに移行したかどうかを検出する判別部と、
　前記撮影可能モードに移行できない場合に、警告を発するための警告信号を出力する警
告信号出力部とを有し、
　前記クレードルは、
　前記放射線検出装置の前記警告信号出力部から出力された前記警告信号の入力に基づい
て、警告を発する警告出力部を有することを特徴とする。
【００１７】
　第４の本発明に係る放射線画像撮影システムは、筐体と、該筐体内に収容され、被写体
を透過した放射線源からの放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線検出器と、
バッテリとを有する放射線検出装置と、
　前記放射線検出装置が装着されることで、少なくとも前記バッテリに対して充電を行う
クレードルとを有する放射線画像撮影システムにおいて、
　前記放射線検出装置は、
　前記筐体が持ち上げられたことを検知するセンサと、
　前記センサからの検知信号に基づいて電力供給する電力供給制御部と、
　撮影可能モードに移行したかどうかを検出する判別部と、
　前記撮影可能モードに移行した場合に、撮影可能モードに移行したことを示す正常信号
を出力する正常信号出力部とを有し、
　前記クレードルは、
　前記センサからの前記検知信号の出力時点から所定時間経過しても前記正常信号出力部
からの前記正常信号が入力されない場合に、警告を発する警告出力部を有することを特徴
とする。
【００１８】
　第５の本発明に係る放射線画像撮影システムは、筐体と、該筐体内に収容され、被写体
を透過した放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線検出器とを有する放射線検
出装置と、
　前記被写体に向けて放射線を放射する撮影装置と、
　前記放射線検出装置と情報のやり取りを行って少なくとも前記撮影装置を制御する制御
装置とを有する放射線画像撮影システムにおいて、
　前記放射線検出装置は、
　前記筐体が持ち上げられたことを検知するセンサと、
　前記センサからの検知信号に基づいて電力供給する電力供給制御部と、
　撮影可能モードに移行したかどうかを検出する判別部と、
　前記撮影可能モードに移行できない場合に、警告を発するための警告信号を出力する警
告信号出力部とを有し、
　前記制御装置は、
　前記放射線検出装置の前記警告信号出力部から出力された前記警告信号の入力に基づい
て、警告を発する警告出力部を有することを特徴とする。
【００１９】
　第６の本発明に係る放射線画像撮影システムは、筐体と、該筐体内に収容され、被写体
を透過した放射線を検出し、放射線画像情報に変換する放射線検出器とを有する放射線検
出装置と、
　前記被写体に向けて放射線を放射する撮影装置と、
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　少なくとも表示部及び操作部を有し、且つ、前記放射線検出装置と情報のやり取りを行
って少なくとも前記撮影装置を制御する制御装置とを有する放射線画像撮影システムにお
いて、
　前記放射線検出装置は、
　前記筐体が持ち上げられたことを検知するセンサと、
　前記センサからの検知信号に基づいて、少なくとも前記放射線検出器に電力供給する電
力供給制御部と、
　撮影可能モードに移行したかどうかを検出する判別部と、
　前記撮影可能モードに移行した場合に、撮影可能モードに移行したことを示す正常信号
を出力する正常信号出力部とを有し、
　前記制御装置は、
　前記センサからの前記検知信号の出力時点から所定時間経過しても前記正常信号出力部
からの前記正常信号が入力されない場合に、警告を発する警告出力部を有することを特徴
とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、以下の効果を奏する。
【００２１】
（１）放射線検出装置を技師が持ち上げた段階で、撮影可能モードに移行させることで、
いつでも撮影が可能な状態にし、放射線検出装置を所望の位置にセットしてから、撮影開
始までの時間を短縮することができる。
【００２２】
（２）放射線検出装置を技師が持ち上げた段階で、撮影可能モードに移行できない場合、
警告を発することで、別の放射線検出装置に切り替えるまでの時間を短縮することができ
る。
【００２３】
（３）放射線検出装置を技師が持ち上げた段階で、撮影可能モードに移行できない場合、
曝射を禁止して無駄な曝射を回避することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明に係る放射線検出装置及び放射線画像撮影システムの実施の形態例を図１
～図８を参照しながら説明する。
【００２５】
　第１の実施の形態に係る放射線画像撮影システム（以下、第１放射線画像撮影システム
１０Ａと記す）は、図１に示すように、撮影条件に従った線量からなる放射線Ｘを患者２
２（被写体）に照射する放射線源２４と、放射線源２４を制御する線源制御装置２６と、
患者２２を透過した放射線Ｘを検出する放射線検出器（放射線変換パネル）を内蔵した放
射線検出装置（以下、電子カセッテ２８と記す）と、電子カセッテ２８の充電処理を行う
クレードル３０と、放射線源２４の撮影スイッチを有し、撮影作業を含む状態確認のため
に技師が所持する携帯情報端末３２と、線源制御装置２６、電子カセッテ２８、クレード
ル３０及び携帯情報端末３２を制御するとともに、必要な情報の授受を行うコンソール３
４（制御装置）とを備える。
【００２６】
　放射線源２４、線源制御装置２６及びクレードル３０は、撮影室３６内に配置され、コ
ンソール３４は、撮影室３６外の操作室３８に配置される。また、線源制御装置２６、電
子カセッテ２８、クレードル３０、携帯情報端末３２及びコンソール３４の間では、無線
通信による必要な情報の送受信が行われる。
【００２７】
　電子カセッテ２８は、図２に示すように、放射線Ｘを透過させる材料からなる筐体４０
を備える。筐体４０の内部には、放射線Ｘが照射される照射面側から、患者２２による放
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射線Ｘの散乱線を除去するグリッド４２、患者２２を透過した放射線Ｘを検出する放射線
検出器４４（固体検出器）、及び、放射線Ｘのバック散乱線を吸収する鉛板４６が順に配
設される。
【００２８】
　また、筐体４０の内部には、図３に示すように、電子カセッテ２８の電源であるバッテ
リ４８と、該バッテリ４８からの電力供給を制御する電力供給制御部５０と、放射線検出
器４４を駆動制御するカセッテ制御部５２と、放射線検出器４４によって検出した放射線
Ｘの画像情報を含む信号を、クレードル３０、携帯情報端末３２及びコンソール３４との
間で送受信する送受信部５４とが収容される。なお、カセッテ制御部５２及び送受信部５
４には、放射線Ｘが照射されることによる損傷を回避するため、筐体４０の照射面側に鉛
板等を配設しておくことが好ましい。
【００２９】
　図２に示すように、筐体４０の１つの側面には、電子カセッテ２８を持ち運んだり、撮
影する形態に配置するために使用する把手５６が設けられている。把手５６には、把手５
６が技師によって握られたことを検知する接触検知センサ５８が取り付けられている。接
触検知センサ５８は、例えばマイクロスイッチや圧電素子を内包した圧力センサ等、ＯＮ
／ＯＦＦの状態を検知する小型の検知型スイッチが使用されている。従って、技師が把手
５６を握ることによって、接触検知センサ５８からは接触検知信号Ｓａ（図３参照）が出
力されることになる。接触検知センサ５８としては、その他、光センサや、静電センサを
使用してもよい。
【００３０】
　さらに、筐体４０内には、筐体４０が技師によって動かされたことを検知する方向検知
センサ６０（図３参照）が内蔵されている。方向検知センサ６０は、例えば誘電体である
ボールの移動から電圧変化で検知する角度センサや、誘電体を自己振動させて振動方向を
検知する振動ジャイロを使用することができる。
【００３１】
　従って、技師が筐体４０の把手５６を握って、さらに電子カセッテ２８を持ち運ぶこと
によって、接触検知センサ５８と方向検知センサ６０からそれぞれ接触検知信号Ｓａと方
向検知信号Ｓｂが出力されることになる。
【００３２】
　また、図２に示すように、筐体４０の側面には、液晶表示部６２が設けられている。こ
の液晶表示部６２には、少なくとも撮影可能モードに移行できない旨のメッセージ等が表
示されるようになっている。
【００３３】
　放射線検出器４４は、図３に示すように、放射線Ｘを感知して電荷を発生させるアモル
ファスセレン（ａ－Ｓｅ）等の物質からなる光電変換層６４を行列状の薄膜トランジスタ
（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）６６のアレイの上に配置した構
造を有し、発生した電荷を蓄積容量６８に蓄積した後、各行毎にＴＦＴ６６を順次オンに
して、電荷を画像信号として読み出す。図３では、光電変換層６４及び蓄積容量６８から
なる１つの画素７０と１つのＴＦＴ６６との接続関係のみを示し、その他の画素７０の構
成については省略している。なお、アモルファスセレンは、高温になると構造が変化して
機能が低下してしまうため、所定の温度範囲内で使用する必要がある。従って、電子カセ
ッテ２８内に放射線検出器４４を冷却する手段を配設することが好ましい。
【００３４】
　各画素７０に接続されるＴＦＴ６６には、行方向と平行に延びるゲート線７２と、列方
向と平行に延びる信号線７４とが接続される。各ゲート線７２は、ライン走査駆動部７６
に接続され、各信号線７４は、読取回路を構成するマルチプレクサ７８に接続される。
【００３５】
　ゲート線７２には、行方向に配列されたＴＦＴ６６をオンオフ制御する制御信号Ｖｏｎ
、Ｖｏｆｆがライン走査駆動部７６から供給される。この場合、ライン走査駆動部７６は
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、ゲート線７２を切り替える複数のスイッチＳＷ１と、スイッチＳＷ１の１つを選択する
選択信号を出力する第１アドレスデコーダ８０とを備える。第１アドレスデコーダ８０に
は、カセッテ制御部５２からアドレス信号が供給される。
【００３６】
　また、信号線７４には、列方向に配列されたＴＦＴ６６を介して各画素７０の蓄積容量
６８に保持されている電荷が流出する。この電荷は、増幅器８２によって増幅される。増
幅器８２には、サンプルホールド回路８４を介してマルチプレクサ７８が接続される。マ
ルチプレクサ７８は、信号線７４を切り替える複数のスイッチＳＷ２と、スイッチＳＷ２
の１つを選択する選択信号を出力する第２アドレスデコーダ８６とを備える。第２アドレ
スデコーダ８６には、カセッテ制御部５２からアドレス信号が供給される。マルチプレク
サ７８には、Ａ／Ｄ変換器８８が接続され、Ａ／Ｄ変換器８８によってデジタル信号に変
換された放射線画像情報がカセッテ制御部５２に供給される。
【００３７】
　また、電子カセッテ２８の筐体４０内には、放射線検出器４４によって検出した放射線
画像情報を記憶する画像メモリ８９が設置されている。放射線画像情報は、送受信部５４
を介してクレードル３０、携帯情報端末３２及びコンソール３４に送信される。なお、放
射線画像情報は、必要に応じて、データ圧縮された状態で送信される。
【００３８】
　図４は、第１放射線画像撮影システム１０Ａの構成ブロック図である。コンソール３４
には、病院内の放射線科において取り扱われる放射線画像情報やその他の情報を統括的に
管理する放射線科情報システム（ＲＩＳ）９０が接続され、また、ＲＩＳ９０には、病院
内の医事情報を統括的に管理する医事情報システム（ＨＩＳ）９２が接続される。
【００３９】
　また、図３に示すように、電子カセッテ２８の電力供給制御部５０は、接触検知センサ
５８からの接触検知信号Ｓａ及び方向検知センサ６０からの方向検知信号Ｓｂの入力に基
づいて、カセッテ制御部５２及び送受信部５４に電力を供給し、撮影可能モードに移行で
きると判別された場合（後述する撮影可能判別部９４から許可信号Ｓｃが出力された場合
）に、放射線検出器４４や他の電子回路に電力を供給するように制御する。
【００４０】
　そして、電子カセッテ２８のカセッテ制御部５２は、図５に示すように、電力供給に基
づいて撮影可能モードに移行できるかどうかを判別する撮影可能判別部９４を有する。
【００４１】
　この撮影可能判別部９４は、少なくともバッテリ４８の残量を検知する残量検知部９６
と、検知された残量が所定量（１回の曝射に必要な電力量）以上であるかどうかを判別す
る残量判別部９８と、放射線検出器４４の累積被曝線量を算出する線量算出部１００と、
算出された累積被曝線量が許容量を超えているか否かを判別する被曝線量判別部１０２と
を有する。
【００４２】
　そして、残量判別部９８において残量が所定量以上であって、且つ、被曝線量判別部１
０２において累積被曝線量が許容量を超えていないと判別された場合は、撮影可能判別部
９４から許可信号Ｓｃが出力され、残量判別部９８において残量が所定量未満であると判
別された場合、あるいは被曝線量判別部１０２において累積被曝線量が許容量を超えてい
ると判別された場合は、撮影可能判別部９４から不許可信号Ｓｄが出力される。
【００４３】
　カセッテ制御部５２は、さらに、警告信号出力部１０４と、禁止信号出力部１０６と、
表示制御部１０８とを有する。
【００４４】
　警告信号出力部１０４は、撮影可能判別部９４からの不許可信号Ｓｄの出力に基づいて
、警告を発するための警告信号Ｓｅを出力する。禁止信号出力部１０６は、不許可信号Ｓ
ｄの出力に基づいて、放射線源２４からの放射線Ｘの出力を禁止するための曝射禁止信号
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Ｓｆを出力する。
【００４５】
　上述した許可信号Ｓｃ、警告信号Ｓｅ及び曝射禁止信号Ｓｆは、送受信部５４を通じて
外部（例えば携帯情報端末３２、クレードル３０、コンソール３４等）にも送信されるよ
うになっている。
【００４６】
　表示制御部１０８は、不許可信号Ｓｄの出力に基づいて、筐体４０の側面に設置された
表示部６２に、撮影可能モードに移行できない旨のメッセージやマーク（×マーク等）を
表示するように制御する。
【００４７】
　一方、図４に示すように、クレードル３０の第１制御部１１０は、電子カセッテ２８の
バッテリ４８の充電処理を行う充電処理部１１２を制御する一方、第１送受信部１１４を
介してコンソール３４から受信した情報を第１表示部１１６に表示するとともに、必要に
応じて第１スピーカ１１８を鳴動させる。なお、第１表示部１１６には、電子カセッテ２
８によって取得した放射線画像情報をプレビュー画像として表示させるようにしてもよい
。
【００４８】
　また、クレードル３０の第１制御部１１０は、図５に示すように、第１表示制御部１２
０と第１音声出力制御部１２２とを有する。第１表示制御部１２０は、電子カセッテ２８
から出力された警告信号Ｓｅの入力に基づいて、第１表示部１１６に、撮影可能モードに
移行できない旨のメッセージやマーク（×マーク等）を表示するように制御する。第１音
声出力制御部１２２は、警告信号Ｓｅの入力に基づいて、第１スピーカ１１８を介して警
告を音声出力するように制御する。
【００４９】
　図４に示すように、携帯情報端末３２の第２制御部１２４は、放射線源２４を駆動する
撮影スイッチ１２６によって生成された撮影信号を第２送受信部１２８を介して線源制御
装置２６に供給する。また、第２制御部１２４は、第２送受信部１２８を介してコンソー
ル３４から受信した情報を第２表示部１３０に表示すると共に、必要に応じて第２スピー
カ１３２を鳴動させる。第２表示部１３０には、電子カセッテ２８によって取得した放射
線画像情報をプレビュー画像として表示させるようにしてもよい。なお、携帯情報端末３
２は、必要な情報を設定することのできる操作部１３４を有する。
【００５０】
　携帯情報端末３２の第２制御部１２４は、図５に示すように、第２表示制御部１３６と
第２音声出力制御部１３８と撮影スイッチ制御部１４０とを有する。第２表示制御部１３
６は、電子カセッテ２８から出力された警告信号Ｓｅの入力に基づいて、第２表示部１３
０に、撮影可能モードに移行できない旨のメッセージやマーク（×マーク等）を表示する
ように制御する。第２音声出力制御部１３８は、警告信号Ｓｅの入力に基づいて、第２ス
ピーカ１３２を介して警告を音声出力するように制御する。撮影スイッチ制御部１４０は
、電子カセッテ２８から出力された曝射禁止信号Ｓｆの入力に基づいて、撮影スイッチ１
２６の操作を一時的に、例えば次の許可信号Ｓｃの到来時まで無効にするように制御する
。
【００５１】
　図４に示すように、コンソール３４は、第３制御部１４２と、線源制御装置２６、電子
カセッテ２８、クレードル３０及び携帯情報端末３２に対して、必要な情報を無線通信に
より送受信する第３送受信部１４４と、患者情報を設定する患者情報設定部１４６と、患
者２２の撮影部位を撮影メニューから選択して設定する撮影メニュー設定部１４７と、線
源制御装置２６による撮影に必要な撮影条件を設定する撮影条件設定部１４８と、電子カ
セッテ２８から送信された放射線画像情報に対する画像処理を行う画像処理部１５０と、
処理した放射線画像情報を記憶する画像メモリ１５２と、放射線画像情報や患者情報、撮
影メニュー等を表示する第３表示部１５４と、必要に応じた警報を鳴動させる第３スピー
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カ１５６とを備える。
【００５２】
　なお、患者情報とは、患者２２の氏名、性別、患者ＩＤ番号等、患者２２を特定するた
めの情報である。撮影メニューは、患者２２の撮影部位を選択するためのメニューであり
、撮影部位としては、例えば、患者２２の頭部、胸部、四肢等を上げることができる。撮
影条件とは、患者２２の撮影部位に対して、適切な線量からなる放射線Ｘを照射するため
の管電圧、管電流、照射時間等を決定するための条件である。患者情報、撮影メニュー及
び撮影条件を含む撮影のオーダリング情報は、コンソール３４で直接設定し、あるいは、
ＲＩＳ９０を介してコンソール３４に外部から供給することができる。
【００５３】
　また、コンソール３４の第３制御部１４２は、図５に示すように、第３表示制御部１５
８と第３音声出力制御部１６０と無効信号出力部１６２とを有する。第３表示制御部１５
８は、電子カセッテ２８から出力された警告信号Ｓｅの入力に基づいて、第３表示部１５
４に、撮影可能モードに移行できない旨のメッセージやマーク（×マーク等）を表示する
ように制御する。第３音声出力制御部１６０は、警告信号Ｓｅの入力に基づいて、第３ス
ピーカ１５６を介して警告を音声出力するように制御する。無効信号出力部１６２は、電
子カセッテ２８から出力された曝射禁止信号Ｓｆの入力に基づいて、線源制御装置２６に
無効信号Ｓｇを出力する。この無効信号Ｓｇが線源制御装置２６に入力されることによっ
て、線源制御装置２６に対する携帯情報端末３２からの入力割り込みが一時的に禁止され
る。
【００５４】
　第１放射線画像撮影システム１０Ａは、基本的には以上のように構成されるものであり
、次にその動作について説明する。
【００５５】
　患者２２の放射線画像を撮影する際、コンソール３４の患者情報設定部１４６を用いて
当該患者２２の患者情報を設定するとともに、撮影条件設定部１４８を用いて必要な撮影
条件を設定する。また、撮影メニュー設定部１４７を用いて、第３表示部１５４に表示さ
せた撮影メニューから所望の撮影部位、例えば、胸部、頭部、四肢等を選択して設定する
。
【００５６】
　設定された患者情報、撮影条件及び撮影部位は、技師が所持する携帯情報端末３２に送
信され、その第２表示部１３０に表示される。この場合、技師は、携帯情報端末３２の第
２表示部１３０に表示された患者情報、撮影条件及び撮影部位を確認して、所望の撮影準
備を行うことができる。
【００５７】
　続いて、技師は、例えば複数の電子カセッテ２８から１つの電子カセッテ２８を選択し
、選択した電子カセッテ２８の把手５６を握って筐体４０を持ち上げるという動作を行う
ことになる。把手５６を握ることによって、接触検知センサ５８から接触検知信号Ｓａが
出力され、筐体４０を持ち上げることによって、方向検知センサ６０から方向検知信号Ｓ
ｂが出力されることになる。
【００５８】
　電力供給制御部５０は、接触検知信号Ｓａ及び方向検知信号Ｓｂの入力に基づいて、カ
セッテ制御部５２及び送受信部５４に電力を供給する。
【００５９】
　カセッテ制御部５２への電力供給に基づいて、撮影可能判別部９４が起動し、先ず、残
量判別部９８において、残量検知部９６からのバッテリ４８の残量が所定量（１回の曝射
に必要な電力量）以上であるかどうかが判別され、続いて、被曝線量判別部１０２におい
て、線量算出部１００にて算出された累積被曝線量が許容量を超えていないか否かが判別
される。
【００６０】
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　残量判別部９８において残量が所定量以上であって、且つ、被曝線量判別部１０２にお
いて累積被曝線量が許容量を超えていないと判別された場合は、撮影可能判別部９４から
許可信号Ｓｃが出力される。
【００６１】
　反対に、残量判別部９８において残量が所定量未満であると判別された場合、あるいは
被曝線量判別部１０２において累積被曝線量が許容量を超えていると判別された場合は、
撮影可能判別部９４から不許可信号Ｓｄが出力される。
【００６２】
　そして、撮影可能判別部９４において、撮影可能モードに移行できると判別された場合
（すなわち、撮影可能判別部９４から許可信号Ｓｃが出力された場合）は、電力供給制御
部５０は、放射線検出器４４や他の電子回路にも電力を供給するように制御する。
【００６３】
　一方、撮影可能判別部９４において、撮影可能モードに移行できないと判別された場合
（すなわち、撮影可能判別部９４から不許可信号Ｓｄが出力された場合）は、カセッテ制
御部５２の警告信号出力部１０４から警告信号Ｓｅが出力され、禁止信号出力部１０６か
ら曝射禁止信号Ｓｆが出力される。これら警告信号Ｓｅ及び曝射禁止信号Ｓｆは、送受信
部５４を通じて携帯情報端末３２、クレードル３０、コンソール３４に送信される。
【００６４】
　併せて、カセッテ制御部５２の表示制御部１０８によって、筐体４０の側面に設置され
た表示部６２に、撮影可能モードに移行できない旨のメッセージやマーク（×マーク等）
が表示される。
【００６５】
　従って、技師は、電子カセッテ２８を持ち上げると共に、筐体４０の側面の表示部６２
を見ることによって、当該電子カセッテ２８が撮影可能モードに移行したか、あるいは移
行できないかを容易に確認できる。もし、移行できないのであれば、別の電子カセッテ２
８に迅速に持ち替えることができる。
【００６６】
　上述したように、電子カセッテ２８から出力された警告信号Ｓｅ及び曝射禁止信号Ｓｆ
は携帯情報端末３２に入力されることになる。この場合、携帯情報端末３２に設けられた
第２表示部１３０に、撮影可能モードに移行できない旨のメッセージやマーク（×マーク
等）が表示され、第２スピーカ１３２を介して警告が音声出力されることになる。さらに
、曝射禁止信号Ｓｆが入力されることによって、撮影スイッチ１２６の操作が一時的に無
効となる。携帯情報端末３２を操作する技師（電子カセッテ２８を設置する技師と異なる
技師でもよい）が、第２表示部１３０に表示されたメッセージや音声出力された警告を確
認することによって、撮影スイッチ１２６の操作を止めることになる。もし、間違って撮
影スイッチ１２６を操作したとしても、一時的に無効となっているため、Ｘ線は照射され
ない。
【００６７】
　同様に、電子カセッテ２８から出力された警告信号Ｓｅはクレードル３０にも入力され
ることになる。この場合、クレードル３０に設けられた第１表示部１１６にも、撮影可能
モードに移行できない旨のメッセージやマーク（×マーク等）が表示され、第１スピーカ
１１８を介して警告が音声出力されることになる。これにより、クレードル３０の近くに
いる技師も、当該電子カセッテ２８が撮影可能モードに移行できないことを容易に認識す
ることができる。
【００６８】
　また、電子カセッテ２８から出力された警告信号Ｓｅ及び曝射禁止信号Ｓｆはコンソー
ル３４にも入力されることになる。この場合、コンソール３４の第３表示部１５４に、撮
影可能モードに移行できない旨のメッセージやマーク（×マーク等）が表示され、第３ス
ピーカ１５６を介して警告が音声出力されることになる。さらに、曝射禁止信号Ｓｆが入
力されることによって、線源制御装置２６に無効信号Ｓｇを出力する。この無効信号Ｓｇ



(14) JP 5438903 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

が線源制御装置２６に入力されることによって、線源制御装置２６に対する携帯情報端末
３２からの入力割り込みが一時的に禁止される。これにより、確実に、Ｘ線の照射を一時
的に停止させることができる。これは、曝射禁止信号Ｓｆを携帯情報端末３２に送信しな
い仕様において、電子カセッテ２８が撮影可能モードに移行できない場合に有効となる。
【００６９】
　そして、選択した電子カセッテ２８あるいは持ち替えた電子カセッテ２８が撮影可能モ
ードに移行した場合は、該電子カセッテ２８から許可信号Ｓｃが出力されることから、該
電子カセッテ２８に対する通常の操作が行われる。
【００７０】
　すなわち、先ず、技師は、撮影メニューから選択した患者２２の所望の撮影部位に電子
カセッテ２８を設置する。
【００７１】
　患者２２に対して電子カセッテ２８が適切な状態に設置されると、技師は、携帯情報端
末３２の撮影スイッチ１２６を操作し、放射線画像の撮影を行う。撮影スイッチ１２６が
操作されると、携帯情報端末３２の第２制御部１２４は、第２送受信部１２８を介して撮
影開始信号を線源制御装置２６に送信する。撮影開始信号を受信した線源制御装置２６は
、予めコンソール３４から供給されている撮影条件に従って放射線源２４を制御し、放射
線Ｘを患者２２に照射する。
【００７２】
　患者２２を透過した放射線Ｘは、電子カセッテ２８のグリッド４２によって散乱線が除
去された後、放射線検出器４４に照射され、放射線検出器４４を構成する各画素７０の光
電変換層６４によって電気信号に変換され、蓄積容量６８に電荷として保持される（図３
参照）。次いで、各蓄積容量６８に保持された患者２２の放射線画像情報である電荷情報
は、カセッテ制御部５２からライン走査駆動部７６及びマルチプレクサ７８に供給される
アドレス信号に従って読み出される。
【００７３】
　すなわち、ライン走査駆動部７６の第１アドレスデコーダ８０は、カセッテ制御部５２
から供給されるアドレス信号に従って選択信号を出力してスイッチＳＷ１の１つを選択し
、対応するゲート線７２に接続されたＴＦＴ６６のゲートに制御信号Ｖｏｎを供給する。
一方、マルチプレクサ７８の第２アドレスデコーダ８６は、カセッテ制御部５２から供給
されるアドレス信号に従って選択信号を出力してスイッチＳＷ２を順次切り替え、ライン
走査駆動部７６によって選択されたゲート線７２に接続された各画素７０の蓄積容量６８
に保持された電荷情報である放射線画像情報を信号線７４を介して順次読み出す。
【００７４】
　放射線検出器４４の選択されたゲート線７２に接続された各画素７０の蓄積容量６８か
ら読み出された放射線画像情報は、各増幅器８２によって増幅された後、各サンプルホー
ルド回路８４によってサンプリングされ、マルチプレクサ７８を介してＡ／Ｄ変換器８８
に供給され、デジタル信号に変換される。デジタル信号に変換された放射線画像情報は、
カセッテ制御部５２の画像メモリ８９に一旦記憶される。
【００７５】
　同様にして、ライン走査駆動部７６の第１アドレスデコーダ８０は、カセッテ制御部５
２から供給されるアドレス信号に従ってスイッチＳＷ１を順次切り替え、各ゲート線７２
に接続されている各画素７０の蓄積容量６８に保持された電荷情報である放射線画像情報
を信号線７４を介して読み出し、マルチプレクサ７８及びＡ／Ｄ変換器８８を介してカセ
ッテ制御部５２の画像メモリ８９に記憶させる。
【００７６】
　画像メモリ８９に記憶された放射線画像情報は、送受信部５４を介して無線通信により
コンソール３４に送信され、画像処理部１５０により画像処理が施された後、患者情報と
関連付けられた状態で画像メモリ１５２に記憶される。次いで、画像メモリ１５２に記憶
された放射線画像情報は、第３表示部１５４に表示される。
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【００７７】
　一方、電子カセッテ２８の画像メモリ８９に記憶された放射線画像情報は、カセッテ制
御部５２によってデータ圧縮処理された後、クレードル３０又は携帯情報端末３２に送信
され、圧縮画像として第１表示部１１６又は第２表示部１３０に表示させることができる
。技師は、第１表示部１１６又は第２表示部１３０に表示された圧縮画像を確認し、再撮
影の要否等の判断を行うことができる。なお、放射線画像情報は、データ圧縮されること
で情報量が削減されているため、速やかに表示することができる。
【００７８】
　放射線画像情報の撮影処理が行われた電子カセッテ２８は、バッテリ４８が消耗する。
この場合、電子カセッテ２８は、クレードル３０に装着することで充電処理が行われる。
【００７９】
　このように、第１放射線画像撮影システム１０Ａにおいては、電子カセッテ２８を技師
が持ち上げた段階で、撮影可能モードに移行させることで（あくまでも撮影可能モードに
移行できた電子カセッテ２８の場合を想定している）、いつでも撮影が可能な状態にし、
電子カセッテ２８を所望の位置にセットしてから、撮影開始までの時間を短縮することが
できる。
【００８０】
　もちろん、電子カセッテ２８を技師が持ち上げた段階で、撮影可能モードに移行させる
ことは、消費電力上、不利になるが、本実施の形態では、電子カセッテ２８を技師が持ち
上げた段階で、放射線検出器４４を含む全ての電子回路への電力供給を行わずに、カセッ
テ制御部５２及び送受信部５４への電力供給を行って、撮影可能モードに移行できると判
別された段階で、放射線検出器４４を含む全ての電子回路への電力供給を行うようにした
ので、消費電力を有効に低減することができる。
【００８１】
　また、電子カセッテ２８を技師が持ち上げた段階で、撮影可能モードに移行できない場
合、警告を発することで、別の電子カセッテ２８に切り替えるまでの時間を短縮すること
ができ、電子カセッテ２８を使用した放射線画像撮影作業の迅速化を図ることができる。
【００８２】
　さらに、電子カセッテ２８を技師が持ち上げた段階で、撮影可能モードに移行できない
場合、曝射を一時的に禁止することができるため、無駄な曝射を回避することができる。
これは、患者への曝射に対する配慮も実現できると共に、電子カセッテ２８の使用寿命も
長くすることができる。曝射が一時的に停止されたとしても、技師が別の電子カセッテ２
８に持ち替えるだけの時間で済むため、患者への精神的負担をなくすことが可能となる。
【００８３】
　次に、第１放射線画像撮影システム１０Ａのいくつかの変形例について説明する。
【００８４】
　先ず、第１変形例に係る放射線画像撮影システム１０Ａａは、上述した第１放射線画像
撮影システム１０Ａとほぼ同様の構成を有するが、図６に示すように、禁止信号出力部１
０６が、電子カセッテ２８のカセッテ制御部５２ではなく、クレードル３０の第１制御部
１１０に組み込まれている点で異なる。
【００８５】
　この場合、クレードル３０内の禁止信号出力部１０６は、電子カセッテ２８から出力さ
れた警告信号Ｓｅの入力に基づいて曝射禁止信号Ｓｆを出力する。この曝射禁止信号Ｓｆ
は、第１送受信部１１４を通じて携帯情報端末３２及びコンソール３４に送信されるよう
になっている。
【００８６】
　第２変形例に係る放射線画像撮影システム１０Ａｂは、第１放射線画像撮影システム１
０Ａとほぼ同様の構成を有するが、禁止信号出力部１０６が、電子カセッテ２８のカセッ
テ制御部５２ではなく、コンソール３４の第３制御部１４２に組み込まれている点で異な
る。
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【００８７】
　この場合、コンソール３４内の禁止信号出力部１０６は、電子カセッテ２８から出力さ
れた警告信号Ｓｅの入力に基づいて曝射禁止信号Ｓｆを出力する。この曝射禁止信号Ｓｆ
は、第３送受信部１４４を通じて携帯情報端末３２に送信されるようになっている。
【００８８】
　次に、第２の実施の形態に係る放射線画像撮影システム（以下、第２放射線画像撮影シ
ステム１０Ｂと記す）について図８を参照しながら説明する。
【００８９】
　この第２放射線画像撮影システム１０Ｂは、図８に示すように、上述した第１放射線画
像撮影システム１０Ａとほぼ同様の構成を有するが、以下の点で異なる。
【００９０】
　すなわち、カセッテ制御部５２は、計時開始信号出力部１６４と、正常信号出力部１６
６と、タイマ１６８と、禁止信号出力部１０６と、表示制御部１０８とを有する。
【００９１】
　計時開始信号出力部１６４は、接触検知信号Ｓａ及び方向検知信号Ｓｂの入力に基づい
て、計時開始信号Ｓｈを出力する。
【００９２】
　正常信号出力部１６６は、撮影可能判別部９４からの許可信号Ｓｃの出力に基づいて、
撮影可能モードに移行したことを示す正常信号Ｓｉを出力する。
【００９３】
　禁止信号出力部１０６は、計時開始信号出力部１６４から出力された計時開始信号Ｓｈ
の入力時点から所定時間内に正常信号出力部１６６からの正常信号Ｓｉが入力されない場
合に、曝射禁止信号Ｓｆを出力する。所定時間は、タイマ１６８からのクロックを計数す
ることによって得られる。これら計時開始信号Ｓｈ、正常信号Ｓｉ及び曝射禁止信号Ｓｆ
は、送受信部５４を通じて携帯情報端末３２、クレードル３０、コンソール３４に送信さ
れる。
【００９４】
　表示制御部１０８は、計時開始信号Ｓｈの入力時点から所定時間内に正常信号Ｓｉが入
力されない場合に、筐体４０の側面に設置された表示部６２に、撮影可能モードに移行で
きない旨のメッセージやマーク（×マーク等）を表示するように制御する。
【００９５】
　クレードル３０の第１制御部１１０は、第１表示制御部１２０と第１音声出力制御部１
２２と第１タイマ１７０とを有する。
【００９６】
　第１表示制御部は、電子カセッテ２８から出力された計時開始信号Ｓｈの入力時点から
所定時間内に電子カセッテ２８からの正常信号Ｓｉが入力されない場合に、クレードル３
０の第１表示部１１６に、撮影可能モードに移行できない旨のメッセージやマーク（×マ
ーク等）を表示するように制御する。この場合も、所定時間は、第１タイマ１７０からの
クロックを計数することによって得られる。
【００９７】
　第１音声出力制御部１２２は、計時開始信号Ｓｈの入力時点から所定時間内に正常信号
Ｓｉが入力されない場合に、第１スピーカ１１８を介して警告を音声出力するように制御
する。
【００９８】
　携帯情報端末３２の第２制御部１２４は、第２表示制御部１３６と第２音声出力制御部
１３８と撮影スイッチ制御部１４０と第２タイマ１７２とを有する。
【００９９】
　第２表示制御部１３６は、電子カセッテ２８から出力された計時開始信号Ｓｈの入力時
点から所定時間内に電子カセッテ２８からの正常信号Ｓｉが入力されない場合に、携帯情
報端末３２の第２表示部１３０に、撮影可能モードに移行できない旨のメッセージやマー
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ク（×マーク等）を表示するように制御する。
【０１００】
　第２音声出力制御部１３８は、計時開始信号Ｓｈの入力時点から所定時間内に正常信号
Ｓｉが入力されない場合に、第２スピーカ１３２を介して警告を音声出力するように制御
する。
【０１０１】
　撮影スイッチ制御部１４０は、電子カセッテ２８から出力された曝射禁止信号Ｓｆの入
力に基づいて、撮影スイッチ１２６の操作を一時的に、例えば正常信号Ｓｉの到来時まで
無効にするように制御する。
【０１０２】
　コンソール３４の第３制御部１４２は、第３表示制御部１５８と第３音声出力制御部１
６０と無効信号出力部１６２と第３タイマ１７４とを有する。
【０１０３】
　第３表示制御部１５８は、電子カセッテ２８から出力された計時開始信号Ｓｈの入力時
点から所定時間内に電子カセッテ２８からの正常信号Ｓｉが入力されない場合に、コンソ
ール３４の第３表示部１５４に、撮影可能モードに移行できない旨のメッセージやマーク
（×マーク等）を表示するように制御する。
【０１０４】
　第３音声出力制御部１６０は、計時開始信号Ｓｈの入力時点から所定時間内に正常信号
Ｓｉが入力されない場合に、第３スピーカ１５６を介して警告を音声出力するように制御
する。
【０１０５】
　無効信号出力部１６２は、電子カセッテ２８から出力された曝射禁止信号Ｓｆの入力に
基づいて、線源制御装置２６に無効信号Ｓｇを出力する。この無効信号Ｓｇが線源制御装
置２６に入力されることによって、線源制御装置２６に対する携帯情報端末３２からの入
力割り込みが一時的に禁止される。
【０１０６】
　この第２放射線画像撮影システム１０Ｂにおいても、上述した第１放射線画像撮影シス
テム１０Ａと同様の効果を奏することができる。
【０１０７】
　また、この第２放射線画像撮影システム１０Ｂにおいても、上述した第１変形例に係る
放射線画像撮影システム１０Ａａ又は第２変形例に係る放射線画像撮影システム１０Ａｂ
と同様の構成を採用することができる。
【０１０８】
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱し
ない範囲で自由に変更できることは勿論である。
【０１０９】
　例えば、電子カセッテ２８に収容される放射線検出器４４（放射線変換パネル）は、入
射した放射線Ｘの線量を光電変換層６４によって直接電気信号に変換するものであるが、
これに代えて、入射した放射線Ｘをシンチレータによって一旦可視光に変換した後、この
可視光をアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）等の固体検出素子を用いて電気信号に変換す
るように構成した放射線検出器を用いてもよい（特許第３４９４６８３号公報参照）。
【０１１０】
　また、光変換方式の放射線検出器を利用して放射線画像情報を取得することもできる。
この光変換方式の放射線検出器では、マトリクス状に配列された各固体検出素子に放射線
が入射すると、その線量に応じた静電潜像が固体検出素子に蓄積記録される。静電潜像を
読み取る際には、放射線検出器に読取光を照射し、発生した電流の値を放射線画像情報と
して取得する。なお、放射線検出器は、消去光を放射線検出器に照射することで、残存す
る静電潜像である放射線画像情報を消去して再使用することができる（特開２０００－１
０５２９７号公報参照）。
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【０１１１】
　さらに、放射線変換パネルとして、蓄積性蛍光体パネルを使用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】第１放射線画像撮影システムを示す構成図である。
【図２】電子カセッテの内部構成図である。
【図３】電子カセッテに収納される放射線検出器の回路構成ブロック図である。
【図４】第１放射線画像撮影システムの構成ブロック図である。
【図５】第１放射線画像撮影システムの各制御部を主体に示す構成ブロック図である。
【図６】第１放射線画像撮影システムの第１変形例の各制御部を主体に示す構成ブロック
図である。
【図７】第１放射線画像撮影システムの第２変形例の各制御部を主体に示す構成ブロック
図である。
【図８】第２放射線画像撮影システムの各制御部を主体に示す構成ブロック図である。
【符号の説明】
【０１１３】
１０Ａ、１０Ａａ、１０Ａｂ、１０Ｂ…放射線画像撮影システム
２２…患者
２４…放射線源
２６…線源制御装置
２８…電子カセッテ
３０…クレードル
３２…携帯情報端末
３４…コンソール
４０…筐体
４４…放射線検出器
４８…バッテリ
５０…電力供給制御部
５２…カセッテ制御部
５４…送受信部
５６…把手
５８…接触検知センサ
６０…方向検知センサ
９４…撮影可能判別部
１０４…警告信号出力部
１０６…禁止信号出力部
１０８…表示制御部
１１０…第１制御部
１１４…第１送受信部
１１６…第１表示部
１１８…第１スピーカ
１２０…第１表示制御部
１２２…第１音声出力制御部
１２４…第２制御部
１２６…撮影スイッチ
１２８…第２送受信部
１３０…第２表示部
１３２…第２スピーカ
１３６…第２表示制御部
１３８…第２音声出力制御部
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１４０…撮影スイッチ制御部
１４２…第３制御部
１４４…第３送受信部
１５４…第３表示部
１５６…第３スピーカ
１５８…第３表示制御部
１６０…第３音声出力制御部
１６２…無効信号出力部
１６４…計時開始信号出力部
１６６…正常信号出力部

【図１】 【図２】
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